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（はじめに） 

令和７年３月定例市議会の開会にあたり、令和７年度予算案並びに関連諸議案のご

審議をお願いするに際しまして、市政運営に臨む所信を明らかにし、議員各位、市民

の皆様のご理解とご賛同を賜りたいと思います。 

本年１月１７日で兵庫県南部地震の発生から３０年という節目を迎えました。明石

市においては２６名の方が亡くなられ、多くの方々が被災されました。あの時のこと

を決して忘れることなく、犠牲になられた方々への哀悼の意を表するとともに、改め

て、市民の命を守るという責務を果たすため、安全安心を心に刻み、市政を推進して

いきます。 

私が市民の皆さまの信託を受けて、早２年を迎えようとしています。この間、市民

や市議会議員の皆様には、市政発展のためご尽力、ご協力を賜っておりますことに厚

く御礼を申し上げます。 

市長就任以来、市民と共に市民目線のまちづくりを進め、市民一人ひとりが安心し

て暮らし、笑顔があふれるまちを目指して、市政運営に取り組んできました。多様な

市民が対等な立場で対話し、自らの思いを伝え、相手の思いを聞き、そして、お互い

を認め合う。こうした対話を通して、新たな気づきや共感、思いやりの心が生まれ、

やさしいまちにつながります。 
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明石市がコミュニティ元年を宣言してから５０年目を迎えた昨年、新たに「共創元

年」を掲げ、まちづくりの基本方針を「対話と共創」といたしました。引き続きタウ

ンミーティングや様々なテーマでのワークショップを重ね、参加者同士の対話を通じ

て市民の多様な声を直接お聞きすることで、市民ニーズや地域課題がより明確になり

ました。さらに、市民ファシリテーターの養成や民間提案制度の創設、対話と合意形

成の職員研修の実施など重層的な取組を展開し、持続可能な明石のまちを市民ととも

にみんなで創っていく、対話と共創の土台を築くことができた年であったと考えてい

ます。 

 

（本市を取り巻く状況） 

本市を取り巻く状況として、地域経済はコロナ禍からの回復の兆しが見えつつある

一方で、原油価格や物価の高騰など、市民生活は依然として厳しい状況にあります。

市民が安心して生活していくためには、国や県と連携してきめ細やかに取り組んでい

く必要があります。 

また、全国の自治体では少子高齢化、労働人口の減少、地域活力の低下などの課題

が顕著になるなか、本市においては、子育て世代を中心に転入超過が継続、１２年連

続で人口が増加しています。合計特殊出生率も１．６５と国や県の数値を大きく上回
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り、コロナ前まで回復してきたところです。引き続き、まちの魅力をより一層高め、

選ばれるまちとなるよう取組を推進していきます。 

市の財政状況は、これまで堅調に推移しているものの、社会保障関連経費の増加や

老朽化した公共施設・インフラの更新、将来投資である大型プロジェクトの推進など、

今後、多額の財政負担が見込まれます。 

市民生活の安心と市民サービスの向上、まちの持続的な発展には、限られた財源を

より効果的、効率的に配分・活用するとともに、将来を見据えた中長期の視点に基づ

く持続可能な財政運営に取り組んでいかなければなりません。 

 

（２０２５年度のまちづくりの基本方針） 

こうした状況を踏まえ、「ＳＤＧｓ未来安心都市・明石」の実現に向けて、課題を

先送りせず、市民と共にまちを創っていくため、新年度のまちづくりの基本方針を

「対話と共創でつくる“もっと”やさしいまち明石」としています。 

これまで取り組んできた「こどもを核としたまちづくり」、「誰にもやさしいまち

づくり」を更に深化させるとともに、まちづくりの各場面での対話と共創を通じて、

多様な市民ニーズに寄り添い、きめ細やかな取組を様々な分野において市民目線で展

開することで、市民生活に更なる「安心」が生まれる「“もっと”やさしいまち明
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石」を目指し、市民の笑顔があふれるまちを実現していきます。 

 

（２０２５年度予算における４つの視点） 

そこで、２０２５年度は、４つの視点に基づいてまちづくりを推進します。 

１つ目は、「対話と共創（コ・クリエーション）のまちづくり」です。 

“もっと”やさしいまち明石をまちのみんなで創っていくため、「対話と共創」を

第２ステージへと進めていきます。対話と共創を軸に、市にいただく様々な声を踏ま

えながら、課題解決やより良い施策展開に向けて、市民と共に考え、みんなでまちを

創っていきます。 

タウンミーティングやワークショップ、民間提案制度に加え、新たに対話と共創の

機運醸成に向けた「（仮称）対話と共創のウィーク」の開催や、産官学民の多様な主

体が参画する「（仮称）共創プラットフォーム」を構築するなど、イノベーティブな

共創の取組を展開していきます。 

 

２つ目は、「環境と経済の好循環のまちづくり」です。 

環境を良くすることが経済を発展させ、経済の活性化が環境を改善する「環境と経

済の好循環」に取り組むことで、本市の豊かな自然環境の保全と地域経済・地域産業
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の活性化を図り、持続可能なまちづくりを推進します。 

 

３つ目は、「市民にやさしいＤＸの推進」です。 

市民サービスの充実や行政運営の効率化を図るため、ＡＩ・ＩｏＴなどの先端技術

の積極的な活用を進め、市民の暮らしや行政等のあらゆる分野でＤＸを強力に推進し

ていきます。 

 

４つ目は、「あかしＳＤＧｓ後期戦略計画の策定」です。まちづくりの戦略計画で

ある、あかしＳＤＧｓ前期戦略計画が２０２５年度までの計画であることから、後期

戦略計画の策定に取り組み、 “もっと”やさしいまち明石を計画的に推進していきま

す。 

 

（分野ごとの重点的な取組） 

新年度は、まちづくりの基本方針と４つの視点の下、５つの施策展開の柱を掲げ、

取組を進めます。 

 

１つ目の柱は、「安全安心のまちづくり」です。 
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市民の安全安心な暮らしを確保するため、南海トラフ巨大地震や台風をはじめとす

る自然災害への対応やインフラの計画的な整備など、ソフト・ハードの両面から取組

を推進します。 

昨年１月の能登半島地震でも課題となった避難所に関して、多様な被災者への配慮

と市民ニーズに対応し、高齢者や障害者、女性、乳幼児に加えて、新たにペットにも

配慮した避難生活を送れるよう備蓄物資を拡充するほか、空きスペースが十分でない

小中学校に備蓄倉庫を整備します。 

また、要配慮者に対する個別避難計画の作成やひなんサポーターの養成、福祉避難

所の拡充を進めるとともに、新たに医療的ケア児等が安心して避難できるよう発電機

や蓄電池を配備します。 

災害時の拠点となる「市役所新庁舎」は、２０２８年度の供用開始を目指して立体

駐車場の解体工事を進めるほか、庁舎の建設工事に着手します。「新中崎分署」につ

いても、２０２７年度の供用開始を目指して、同じく建設工事に着手します。 

昨今、全国各地で凶悪事件が相次ぐなど、地域の防犯力向上が急がれることから、

自治会等における防犯カメラの設置を更に促進するため、補助額の上限を引き上げま

す。また、市直営の防犯カメラを順次更新・ネットワーク化するとともに、増設を図

ります。さらに、新たに市内全中学校に防犯カメラを設置します。 
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都市基盤整備については、「安全で利便性の高い幹線道路の整備」として、山手環

状線大窪工区と江井ヶ島松陰新田線の２路線について、いずれも２０２６年度の供用

開始を目指して取り組みます。 

「鉄道施設における安全対策」としては、ＪＲ大久保駅東側に位置する「板額踏

切」について、踏切内歩道の設置に向けてＪＲと協議を進め、現況調査等に取り組み

ます。「山陽電鉄藤江駅」では、階段のスロープ化やバリアフリートイレの整備など

駅のバリアフリー化を進めるとともに、踏切の拡幅、自転車駐輪場の整備等を進め、

２０２７年度の供用開始を目指します。 

「安全安心な水道水の安定供給」については、明石川河川水からの水源転換に向け、

本年４月より阪神水道企業団からの受水を開始します。 

「有機フッ素化合物ＰＦＡＳへの対応」としては、河川等の水質検査を強化するほ

か、あかし保健所にて引き続き健康相談を実施し、市民一人ひとりの不安に寄り添う

とともに、国や神戸市とも連携して、必要な対策等に取り組みます。 

「市立市民病院」については、有識者会議の検討内容を踏まえ、市の基本方針を定

めるとともに、市民病院が担うべき医療機能や規模、再整備手法等について更なる具

体化を図るため、基本構想の策定に着手します。 

「救急安心センター事業＃７１１９」については、急な病気や怪我により救急車を



8 

呼ぶべきかどうか判断を迷った際の相談窓口として、２４時間３６５日、専門家が電

話で相談に応じる事業を新たに兵庫県及び県内各市町と連携して実施します。 

 

２つ目の柱は「こどもを核としたまちづくり」です。 

「こどもまんなか社会」の実現に向け、明石独自の５つの無償化の継続に加え、生

きる力を育み、未来に夢が持てるよう多様な学びの保障や子育て環境の充実など、こ

ども一人ひとりに寄り添うきめ細やかな取組を拡大していきます。 

まず、こどもたちをはじめ、市民の皆様から多くのご要望をいただいている「体育

館における空調整備」について、安全安心な教育環境の提供と避難所としての機能強

化を図るため、全中学校及び明石商業高等学校の体育館に空調を整備し、本年７月か

らの稼働を目指します。また、民間提案制度による試行的な取組として、体育館に遮

熱シートを設置し、効果検証を行った上で他校への導入を検討します。 

近年増加傾向にある不登校児童・生徒への支援については、学校内の多様な居場所

の１つである校内フリースペースを、全中学校及び７小学校に加えて、新たに７小学

校に設置し、計１４小学校に拡充し、学習や生活支援を行う居場所サポーターを配置

します。また、フリースクール等の民間施設に通うこどものご家庭に利用料の助成を

行うとともに、公設民営のフリースペースを市内２か所で運営します。 
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こども・若者の健やかな成長を応援する取組として、「公園を活用したプレーパー

ク」については、実施回数を増やすほか、こどもが自由に遊ぶ環境をつくるプレーワ

ーカーの育成に取り組むとともに、市民団体等による自主的な開催を支援するため、

補助金制度を創設します。 

「こども若者交流施設あかしユースポート」については、小中高生の交流促進や居

場所を確保するため、こども第三の居場所である西部施設内に、音楽や学習、イベン

トなどの多様な活動ができるスペースを本年４月に開設します。 

「こども計画」については、こども基本法に基づく（仮称）あかし版こども計画の

策定を目指して、ワークショップの開催、意識調査の実施、オンラインによる常設の

意見聴取フォームの整備など、こども・若者自身による計画の策定に取り組みます。 

「学校給食」においては、地元産の食材や有機食材を活用した献立の提供を進める

ほか、大学と連携し、生産者の顔が分かる動画を作成、児童への食育を進めていきま

す。また、食材価格の高騰に直面するなか、保護者の負担軽減を図るため、国の交付

金を活用し食材価格上昇分について公費助成を実施します。 

「こども夢応援プロジェクト」については、物価高騰による市民生活の状況を踏ま

え、国の交付金を活用し、定員を１５０名とした上で、高校進学に係る給付型奨学金

の支給と学習・生活支援に取り組みます。 



10 

「妊娠・子育てまるごと寄り添い支援」として、乳児の健康状態を早期に把握し、

疾病等の早期発見と適切な指導を行うため、新たに１か月児健康診査費用の助成を行

うとともに、就学前児童の発達状況や特性を早期把握し、適切な支援につなげるため、

５歳児健康診査の拡充を図ります。 

「医療的ケア児への支援」については、相談窓口に看護師等を配置し、関係機関と

連携を図りながら専門相談に応じるほか、市内各地での保護者交流会の開催や支援ハ

ンドブックの改訂を行うなど、ライフステージに応じた切れ目のない支援に取り組み

ます。 

「病児・病後児保育」については、新たに１施設の開設を目指すほか、既存施設の

定員を増やすことで、受入枠の拡充を図ります。 

「公立保育施設におけるＩＣＴ化」については、タブレット端末の配備とアプリ上

で出欠等の連絡やこどもの状態、活動の記録等を園と保護者が共有できるシステムの

活用を進めます。 

質の高い教育環境の整備のため、「公立幼稚園における５歳児クラス」を、国の幼

稚園設置基準で定められている１学級３５人以下の学級編成から、市独自で３０人以

下の学級編成とします。 

「学校プールの老朽化対応」については、新たに清水小学校において民間委託を試
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行実施するほか、朝霧小学校では、プールの全面改築に向けた設計を実施します。 

「明石養護学校」においては、児童生徒数の増加に伴う教室不足に備えるため、新

たに校舎の整備を進めるほか、安全安心な水泳授業を提供するため、新たにプールリ

フトを備える総合福祉センターでの実施に取り組みます。 

 

３つ目の柱は「インクルーシブのまちづくり」です。 

誰もが「ありのままの自分」で居られる、支え合い安心して暮らせるやさしい共生

社会の実現を図るため、あかしインクルーシブ条例などに基づき、すべての人にやさ

しい取組を一層推進します。 

「福祉施設の環境整備」については、福祉施設におけるＤＸ化を推進するため、Ｉ

ＣＴ機器や介護ロボットの導入支援を図るとともに、ＩＣタグによる見守り環境の整

備を進めます。また、福祉事業所に勤務する職員及び法人に、研修や試験費用の助成

を行うほか、市主催による研修、就職説明会等を開催します。さらに、グループホー

ム等の整備補助に取り組むほか、定期巡回サービス事業者の参入促進を図ります。加

えて、物価高騰による事業者の負担軽減を図るため、国の交付金を活用し、支援金を

支給します。 

「強度行動障害のある人への支援」について、強度行動障害のある方を受け入れる
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グループホームが国の定める報酬体系以上の人員を配置し、専門的な支援を実施する

場合、新たに市独自で施設運営費の加算を行います。 

「障害のある方に対する日常生活用具の給付」については、新たに暗所視支援眼鏡

の給付を行うほか、紙おむつの給付要件を緩和します。 

「当事者参画によるバリアフリーの推進」については、明石市ユニバーサルデザイ

ンのまちづくり実行計画で定められた移動等円滑化促進地区のうち、明石地区で基本

構想の策定に着手するほか、インクルーシブアドバイザー制度の利用促進等を図るこ

とで、ソフト・ハードの両面から、バリアフリー環境の整備を進めます。 

心身ともに健康で安心した生活に向けた取組として、「帯状疱疹ワクチン」につい

て、本年４月より６５歳以上の市民を対象に予防接種法に基づく定期接種に位置付け

られることから、本市の接種体制を整備するとともに、国による定期接種の対象とな

らない５０歳から６０歳までの市民に、任意接種費用の助成を行います。 

「認知症施策」については、引き続き、あかしオレンジサポーターの養成や認知症

あんしんプロジェクトを推進するほか、新たな官民連携の取組として、民間提案制度

で採択した見守りサービスの導入について検討を行います。 

「敬老優待乗車証事業」については、乗車運賃の値上げが進むなか、路線バス及び

たこバスに係る現行の負担額を引き続き、維持するとともに、タクシー利用券につい
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ては、市制施行１００周年の記念事業やコロナ禍の支援という目的を終えたため、従

前の交付額に戻します。 

「ＤＶ被害者及び困難な問題を抱える女性への支援」については、新たに緊急一時

保護決定前の宿泊支援や市営住宅を活用したステップハウスの本格運用に取り組みま

す。 

 

４つ目の柱は「豊かな自然を活かしたまちづくり」です。 

「気候非常事態宣言」に基づく「ゼロ・カーボンあかし」の推進と「ゼロ・ウェイ

ストあかし」に向けた資源循環、ごみ減量、そして、豊かな自然環境を次世代につな

ぐための「ネイチャーポジティブ」の実現に向けた取組の３つの施策を、「あかし 

サスティナブル スリー」として持続可能なまちづくりに取り組みます。 

まず、「脱炭素社会、ゼロ・カーボンあかしの実現に向けた取組」です。 

環境と経済の好循環によるまちづくりとして、新たに事業者向けの脱炭素経営支援

制度を創設します。同制度は、各事業者の取組段階に応じた伴走支援を行うもので、

同制度の創設にあたり、補助金等の支援メニューを拡充します。 

また、家庭向けの脱炭素化設備の導入支援について、太陽光発電設備等を設置また

は設置されている住居を購入した市民に対して補助を実施します。 
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さらに、公共施設の脱炭素化の取組として、災害時の避難所となる学校施設に太陽

光発電設備を設置します。 

次に、「ゼロ・ウェイストあかしの取組」です。ゼロ・カーボンにも寄与する循環

型社会の実現のため、ごみ処理費用を価格転嫁しない単純指定ごみ袋の導入に向けて、

袋の規格やデザインを検討します。 

また、ごみ減量の取組として、家庭用生ごみ処理機等の助成を行うとともに、小学

校では生ごみ処理機の導入に向けたパイロット事業を実施します。 

さらに、小学生用ごみ学習本の再編を行うほか、紙類の再資源化を推進していきま

す。 

「ネイチャーポジティブの実現に向けた取組」については、新たに「（仮称）水と

みどりでつながる あかしネイチャーポジティブ宣言」を行うほか、生物多様性あかし

戦略の改定や教育現場との連携による環境教育の推進、大久保北部市有地における里

山の環境整備などに取り組みます。さらに、神戸市との連携協定に基づき、生物多様

性フォーラムを開催するほか、特定外来生物の防除など両市の生物多様性を守り育く

む取り組みを行います。 

「新ごみ処理施設」については、整備・運営事業者の選定や旧大久保清掃工場の解

体工事に着手するなど、２０３１年度の供用開始に向けて取組を進めていきます。 
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５つ目の柱は「にぎわいのあるまちづくり」です。 

まちの持続可能な発展につながる地域産業の更なる振興や地域の活力と交流を生み

出すまちづくりプロジェクトの推進、大蔵海岸の魅力向上など、まちの元気や魅力の

創出に取り組みます。 

「大蔵海岸」については、世界一のビーチスポーツスポットとするため、新たに

（仮称）大蔵海岸みらいプロジェクトを立ち上げ、魅力向上に向けた更なる検討を進

めるとともに、ベビールームやシャワー施設等の施設改修を進めます。また、神戸マ

ラソンのコースが大蔵海岸まで延伸されることから、実行委員会等と連携・協力し、

安全安心な大会運営に取り組むほか、ビーチスポーツイベントや障害のある人の海水

浴体験会を開催するなど、にぎわい創出と更なる魅力発信に取り組みます。 

「本のまち明石の取組」については、地域の方々に様々なアイデアをいただき、共

に考え、創ってきた二見図書館（ふたみん）が本年４月にイトーヨーカドー明石店内

に開館します。誰もが買い物ついでに気軽に立ち寄りたくなる図書館をコンセプトに、

交流や情報交換ができる空間、リビング＆ライブラリーを創出するとともに、これか

らも地域の方々に育てていただき進化する図書館としていきます。また、現在策定中

の本のまちビジョンに基づく施策展開を一層推進するため、シンポジウムを開催する
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など、市民への周知を図ります。 

「西明石地区の活性化」について、まず、西明石駅南地区整備事業としてＪＲ西日

本と連携し、駅ビルや改札、駅前広場、駐輪場、西明石地域交流センターｉｃｏｔｔ

ｏの整備を、２０２６年度の供用開始に向けて取り組むとともに、アクセス道路の用

地取得等を進めていきます。また、上ケ池公園を西明石北エリアのハブ拠点とするた

め、地域住民とともに公園の魅力向上に取り組みます。 

「大久保駅周辺市有地」については、中部地区保健福祉センター用地の利活用に関

する基本計画の策定に取り組みます。ＪＴ跡地公共公益施設用地については、一部暫

定利用を図りながら利活用方策を検討していきます。 

「スマートインターチェンジ」については、石ヶ谷公園における梅林保全を前提に

整備ルートや総事業費を調査・検討していきます。 

「旧市立図書館跡地」については、県立明石公園内の旧市立図書館の解体工事に着

手するとともに、新施設の整備に向けてワークショップ等を開催するなど、市民、県

民のご意見やアイデアもいただきながら２０２７年度の供用開始を目指します。 

「明石駅前広場歩行者デッキ」については、明石駅前の既設ペデストリアンデッキ

を駅東側の商業施設まで延伸するため、測量や設計を行います。 

「明石市観光振興基本構想」については、来街者や市内観光事業者のニーズ、現状
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把握のため、新たに調査を行います。 

「天文科学館」については、震災後のリニューアルから相当の期間が経過し、施設

の老朽化による改修が必要なため、本年１０月からおよそ９カ月間にわたって休館し、

プラネタリウムの映像装置や音響設備の更新に加え、空調設備等の大規模改修を行い

ます。なお、休館中は、移動式プラネタリウムの活用や館外での天文講座等を充実さ

せ、学校園における学習機会の確保と天文科学館の魅力発信に努めます。 

「文化博物館」については、市民に愛着と誇りを持ってもらえる博物館となるよう、

引き続き、あり方検討会やワークショップを開催し、今後の方向性を検討した上で、

ビジョンの策定を進めます。 

「都市公園の魅力向上」については、明石中央体育会館において、空調機の更新や

トイレの改修等に向けた実施設計に取り組むほか、市民の要望が多いバスケットボー

ルができる空間を整備するため、地域の合意形成が図れた公園などにおいて、新たに

バスケットゴールを設置します。 

「中小企業に対する支援」については、若手従業員の奨学金返済を支援する中小企

業に対して新たに補助を実施するほか、新商品や新サービスの開発及び販路の開拓等

を支援するチャレンジ・スタートアップ事業について募集事業数を拡充するなど、中

小企業支援に取り組みます。 
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「公設地方卸売市場」については、あり方検討会の開催やサウンディング型市場調

査を実施し、市場自体の役割や機能、課題などを含めた今後のあり方について検討を

行います。 

「農業者への支援」については、引き続き、新規就農や経営継承等に向けた支援に

取り組むほか、持続性の高い農業の実現に向けた減化学肥料等の購入費用助成を行う

とともに、近年増加傾向にある有害鳥獣の被害防止に向けた取組を推進していきます。

また、物価高騰に伴う酪農業者等の経営を支援するため、国の交付金を活用し、電気

使用料金の助成を行います。 

 「野々池貯水池」については、本市水道事業の水源転換による貯水機能の停止に伴い、

貯水池の跡地利用を検討していきます。また、林崎掘割水路の維持管理等について、

地元農業者との合意形成を図りながら支援を行います。 

 

（行政経営分野の取組） 

次に、これまで述べた取組を効率的・効果的に推進するための行政経営分野におけ

る取組です。 

新年度の主な組織改正ですが、市民生活局では、あかし総合窓口と市民センターの

総合的な連絡調整及び連携を図るため、新たに「市民センター室」を設置します。 
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環境産業局では、新ごみ処理施設の建設に係る取組が本格化することから新たに

「新ごみ処理施設建設課」を設置します。 

福祉局では、災害時要配慮者の個別避難計画の作成支援や地域の拠点・居場所づく

りなど共生のまちづくりを効率的・効果的に推進するため、「地域共生社会室」を

「福祉政策室」に統合、再編します。 

都市局では、海岸業務の効率化と機能強化を図るため、「海岸・治水課」と「緑化

公園課」を統合し、新たに「公園・海岸課」を設置します。 

上下水道事業の安定的、効率的な事業運営と災害発生時の危機管理体制の強化等を

図るため、水道事業及び下水道事業の統合を行い、水道局を「上下水道局」に変更し、

局内の再編を行うほか、治水事業を都市局より移管します。 

このほか所要の組織改正を行い、効率的・効果的な組織運営を目指します。 

また、市役所で働くすべての職員がやりがいを感じ、市民目線で仕事ができる働き

やすい職場環境を整えるため、人材の「材」を材料の「材」から、たからの「財」へ

となるよう新たな人財育成の基本方針を策定します。 

「市民にやさしいＤＸの推進」については、新たにマイナンバーカード等を活用し

た申請書の自動印字システムやキャッシュレス決済を本庁窓口などで導入するほか、

来年度以降、約８００手続きのオンライン化等に取り組むことで、「書かない窓口」
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「行かない窓口」の推進を図ります。 

「持続可能な財政運営に向けた取組」については、財政に関する情報を市民と共有

するため、昨年から進めている財政白書の策定に加えて、新年度には、（仮称）公共

施設配置適正化計画の策定やネーミングライツをはじめとする新たな歳入確保、ふる

さと納税の拡充、さらにＰＤＣＡサイクルに基づく歳出の削減にも取り組み、健全な

財政運営を推進していきます。 

 

（新年度予算の概要） 

以上の方針に沿って編成いたしました令和７年度の予算総額は、 

令和７年度予算総額 

一般会計 １３６６億 ６５６万３０００円 

特別会計  ７０２億４８５４万１０００円 

企業会計  ２５３億７８７５万１０００円 

合計 ２３２２億３３８５万５０００円 としております。 

 

（最後に） 

このたびご説明いたしました施策以外にも、市民生活や経済活動における様々なお
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困りごとにも丁寧に寄り添い、市民目線で市政を運営してきたところです。 

今回ご提案させていただいた予算には、市民や議会のみなさんと共に対話を重ね、

明らかになった課題の解決につながる施策も多く盛り込んでいます。 

また、先月国内で起きた道路陥没事故で、全国の上下水道の老朽化対策が大きな問

題となるなか、道路や上下水道といったインフラの維持管理など、市民の日常を支え

る取組についても、きめ細やかに目配りしながら着実に進めることで、市民生活に

「安全」「安心」を届け続けていきたいと考えております。 

誰一人取り残すことなく、いつまでも、安心して暮らし続けることができる「ＳＤ

Ｇｓ未来安心都市・明石」を実現できるよう、対話と共創を重ね、誠心誠意取り組ん

でいきます。 

すべての市民の笑顔あふれる、“もっと”やさしい明石のまちとなるように、皆様

におかれましては、引き続きお力添え賜りますよう心よりお願い申し上げます。 

 


